
旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和2年8月28日
名鉄海上観光船株式会
社

愛知県知多郡
南知多町

令和2年7月13日14時頃、旅客船「は
やぶさ2」が旅客12名を乗せ、愛知県
河和港に入港中、旅客1名が開放さ
れたままの船内通路床面にある機関
室ハッチに足を取られ転倒、重傷を負
う事故が発生した。

行政指導

平成30年3月2日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

【指導の内容】
①旅客を乗船させる前及び航行中に船内の安全を確認すること。また、その具
体的措置の手順を全乗組員に周知・徹底すること。
②床面ハッチの取扱いについて船員及び旅客の転倒等の防止を考慮した安全
対策を講ずること。

令和2年10月30日
名鉄海上観光船株式会
社

愛知県知多郡
南知多町

令和2年9月5日18時頃、旅客船「はや
ぶさ2」が旅客26名を乗せ、愛知県知
多郡南知多町日間賀島東港の岸壁
に衝突する事故が発生したが、船長
から運航管理者への報告を行うこと
なく、次港への運航を行っていた事実
が確認された。

行政指導

令和2年11月30日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

【指導の内容】
事故発生時の非常連絡体制を全乗組員に周知・徹底をはかるとともに、速やか
に事故発生時の通報がなされるよう有効な措置を講ずること。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和4年11月25日 株式会社清音
静岡県浜松市
西区

令和4年6月12日14時40分頃、旅客船
「Aero Spider」が旅客10名を乗せ、浜
名湖を航行中、他の船舶と衝突する
事故が発生したが、本船に船舶職員
及び小型船舶操縦者法第23条の31
第1項に規定する特定操縦免許を受
有する船長を乗り組ませていなかった
だけではなく、他船においても同様に
特定操縦免許を受有する船長を乗り
組ませていなかった事実等が確認さ
れた。

輸送安全確
保命令

令和4年12月25日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう命令を行った。

【命令の内容】
①船舶所有者は、旅客の輸送事業において、乗船基準に従い、特定操縦免許を
受有する小型船舶操縦士を乗船させること。
②経営トップは、輸送の安全を確保するために、安全管理体制の継続的改善を
図るとともに、船舶職員及び小型船舶操縦者法をはじめ関係法令及び安全管理
規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底するための事故再発防止策
を策定すること。
③安全統括管理者及び運航管理者は、輸送の安全確保が重要であることを自
覚し、自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、船舶職員及び
小型船舶操縦者法をはじめ関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の
原則を社内に再徹底するための安全教育を速やかに実施し、また、実施した内
容を記録すること。
④運航管理者は、運航計画の作成にあたり、その安全性を検討するため、特
に、使用港の交通状況などの確認を徹底すること。
⑤運航管理者は、配乗計画の作成にあたり、その安全性を検討するため、特
に、法令上必要な資格の受有状況など法定乗組員が適正に確保されていること
の確認を徹底すること。
⑥運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運
航中止の措置及び協議の結果等を記録すること。
⑦運航管理者は、運航基準図を船舶に備え付けること。
⑧安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を新た
に構築し、安全管理規程に定め、速やかに変更の届出を行うとともに、アルコー
ル検査を行ったうえで業務を実施させること。
⑨運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに中部運輸局静岡運輸支
局にその概要及び事故処理の状況を報告する体制を構築すること。

令和4年11月25日 株式会社清音
輸送安全確
保命令

⑩安全統括管理者及び運航管理者は、輸送の安全を確保するために必要と認
められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施するとと
もに、運航管理者は、乗組員に対する事故等事例研究の教育について、周知徹
底を図り、また、実施した内容を記録すること。
⑪安全統括管理者及び運航管理者は、事故処理に関する訓練を計画のうえ、
年１回以上実施し、また、実施した内容を記録すること。
⑫安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程等を船舶に容易に閲覧で
きるよう備え付けること。
⑬船長は、速力基準表を船舶の操作する位置から見やすい場所に掲示するこ
と。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和5年1月13日 株式会社そともめぐり 福井県小浜市
令和4年11月29日に立入検査を実施し
たところ、安全管理規程に違反する事実
が確認された。

行政指導

令和5年2月12日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

①	経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送
の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原
則を社内に周知徹底すること等について主体的に関与すること。
②	経営トップは、安全管理規程第７条に基づき、安全重点施策の進捗状況を把
握するなどして、毎年見直しを行うこと。
③	安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令及び安全管理
規程の遵守と安全最優先の原則を周知徹底するとともに、訪船等を通じて遵守
状況を継続的に確認すること。
④	運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、関係法令及び安全管理規程
の遵守と安全最優先の原則を周知徹底するとともに、訪船等を通じて遵守状況
を確認し、遵守を確実なものとすること。
⑤	運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、法定職員が適切に確保され
ていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画
を作成すること。
⑥	運航管理者は、安全管理規程第４１条に基づき、陸上施設点検簿に記録を残
すこと。
⑦	安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、安全管
理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項に
ついて、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿
に記録すること。
⑧	内部監査を行う者（安全統括管理者及び運航管理者）は、安全管理規程第５
４条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者とともに年１回以上内部監査を
実施し、その内容を記録すること。
内部監査の対象は、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状
況のほか、安全マネジメント態勢全般とする。
また、経営トップは、内部監査にあたって、その重要性を社内に周知徹底するこ
と。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和5年2月3日
有限会社観光旅館福寿
荘

三重県志摩市
令和4年6月30日に立入検査を実施した
ところ、安全管理規程に違反する事実が
確認された。

行政指導

令和5年3月5日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

①	経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送
の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原
則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること。
②	安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令及び安全管理
規程の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底し、事案の再発防止に向けて輸
送の安全を確保するために必要と認められる事項についての安全教育を遅滞な
く実施すること。
③	安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、年１回
以上事故処理に関する訓練を実施し、その概要を記録すること。
④	運航管理者は、安全管理規程第５１条に基づき、実施した安全教育の概要を
記録すること。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和5年7月27日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう命令を行った。

　【命令の内容】
①経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立する
とともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全
を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を徹
底すること等について、主体的に関与し、安全マネジメント体制を適切に運営す
ること。
②安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条に基
づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程
第５２条に基づき、関係法令及び安全管理規程について、理解しやすい具体的
な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。
③安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と安全
最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にするこ
と。
④運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の
安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施
を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。
⑤船長は、安全管理規程第２４条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、気
象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置
をとること。また、船長は、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運
航管理者と協議するとともに、船長及び運航管理者は、運航中止に係る協議に
おいて、両者の意見が異なるときは、運航を中止すること。
⑥運航管理者は、安全管理規程第２５条に基づき、運航基準の定めるところによ
り運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長に対して、運航中
止を指示すること。また、運航管理者は、いかなる場合においても、船長に対し
て、発航等を促さないこと。
⑦経営トップ又は安全統括管理者は、安全管理規程第２６条に基づき、運航基
準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合は、
直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促すこと。
⑧運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条に基づき、運航中止基準に係
る情報、運航の可否判断の協議の結果等を適切に記録すること。
⑨運航管理者は、安全管理規程第２９条に基づき、気象・海象に関する情報を
把握し、必要に応じ、船長に連絡すること。
⑩船長は、安全管理規程第３０条に基づき、把握した気象・海象に関する情報
を、必要に応じ、運航管理者に連絡すること。
⑪船長は、安全管理規程第３７条に基づき、作業基準に従い、乗組員に旅客室
等を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状
況その他異常の有無を確認させること。

令和5年6月27日
名鉄海上観光船

株式会社
愛知県知多郡

南知多町

　令和5年2月21日に、「はやぶさ２」が、
愛知県知多郡南知多町海田沖付近を航
行中、船首右舷側の窓ガラスが破損し、
破損部より海水を流入させた事案が発
生した。これを受けて令和5年3月13日に
立入検査を実施したところ、安全管理規
程に基づく運航の可否判断が適切に実
施されていなかったこと等が確認され
た。

輸送安全確
保命令
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和5年10月12日 岐阜市
岐阜県
岐阜市

　令和5年8月19日に長良川において鵜
飼観覧船が長良橋下流へ流された事案
が発生した。これを受けて令和5年8月22
日および9月4日に立入検査を実施した
ところ、運航管理者が気象・水象に関す
る情報、その他航行の安全の確保のた
めに必要な事項を把握し、必要に応じて
船長に連絡していなかったこと等、安全
管理規程に定める事項が遵守されてい
なかったことが確認された。

行政指導

令和5年11月11日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

　【指導の内容】
①安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と安全
最優先の原則を全従業員へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にす
ること。
②運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、観覧船の運航の管理その他
の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実
にしてその実施の確保を図ること。
③安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条に基
づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程
第５０条に基づき、関係法令及び安全管理規程について、理解しやすい具体的
な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。
④船長は、安全管理規程第２５条および運航基準第３条、第４条に基づき、気
象・水象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めると
きは、運航中止の措置をとること。また、発航中止に係る判断を行うにあたって、
自ら直ちに判断することが困難と認めるときは、運航管理者と協議を行うこと。
⑤運航管理者は、安全管理規程第２９条に基づき、気象・水象に関する情報、そ
の他航行の安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じて船長に連
絡すること。
⑥運航管理者は、安全管理規程第４５条および事故処理基準第７条に基づき、
船長からの連絡等によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定める
ところにより必要な措置を講じること。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和6年1月30日 西尾市
愛知県
西尾市

令和5年12月8日に立入検査を実施した
ところ、安全管理規程に違反する事実が
確認された。

行政指導

令和6年2月29日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

　【指導の内容】
①安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を各取扱所等内部
へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
②運航管理者は、運航の管理その他輸送の安全の確保に関する業務全般を統
轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。また、船舶の運航
に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。
③安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組
員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程（運
航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む）、船員法及び
海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認め
られる事項について理解しやすい具体的な安全教育を実施し、その周知徹底を
図ること。
④陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を
指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めること。
⑤船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着
岸時における諸作業を実施すること。
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旅客船事業者に対する行政処分等の詳細

※掲載期間は処分等の日から５年間

処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容

令和6年3月27日 鳥羽市
三重県
鳥羽市

鳥羽市が運航する旅客定期航路（鳥羽
～神島航路）において、令和６年１月２０
日、旅客船「かがやき」が菅島沖の海苔
網に乗り揚げ、航行不能になった事故を
受け、２月１日に鳥羽市に対して立入検
査を実施した結果、船長が、基準経路外
の経路を航行しようとするときに事前に
運航管理者と協議していなかったことな
ど、安全管理規程に違反する事実が確
認された。

行政指導

令和6年4月26日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。

　【指導の内容】
①安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１６条及び第１７条に基
づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程
第４８条に基づき、課内に対し、安全管理規程、関係法令等について、理解しや
すい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。
②安全統括管理者は、安全管理規程第１６条に基づき、関係法令の遵守と安全
最優先の原則を課内へ改めて徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実に
すること。
③運航管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶の運航の管理その他輸
送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にし
てその実施を図り、また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図る
ことを確実に遵守できるよう、具体的な改善策を講じること。
④安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４８条に基づき、乗組員
に対して、安全管理規程、船員法、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送
の安全を確保するために必要と認められる事項について具体的な安全教育を定
期的に実施すること。特に、海苔網等の危険（注意）箇所を記した運航基準図の
別図を都度更新し、その内容について船員に周知、教育を行うこと。また、航海
計器による船位確認等、見張りの徹底について、安全教育を行う等、同様の事
故が起きないよう、安全対策の風化防止を図ること。
⑤運航基準第７条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、基準経路以外
の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協
議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助
言又は援助を与えること、並びに、船長及び運航管理者が、基準経路の変更等
に関して協議を行った場合は、同基準第１１条に基づき、その内容を運航管理日
誌、航海日誌等に記録することについて、必要な周知、教育を行う等の再発防
止策を講じること。
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